
 
（２）民間企業による行政財産の占有・使用の推進 

 

１ 行政財産である土地・建物等の活用については、

現行制度上も、必要に応じて、目的外使用許可や

普通財産としての貸付で対応することが可能であ

り、かつ、地方公共団体においては財産管理を長

が一元的に行っており、財産区分の見直しは迅速

に行うことが可能であることから、実態上支障と

なるような規制はそもそも存在しないものと認識。 

 

２ 例えば、庁舎内の空きスペースを利用して食堂や

売店等を目的外使用許可により設けているように、

自治体からの提案にもある「公園内に展望台や売店

など民間企業がノウハウを持つ公園施設を設ける

こと」「学校施設の非稼働時間、非稼働時期に、施

設を一般市民向けサービスや教育関連企業及びＮ

ＰＯ等の週末教育支援サービスなどの展開拠点と

すること」についても、現行制度上、目的外使用許

可で対応することが十分可能。 
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財
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財
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行
政
財
産
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次
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定
め
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も
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行
政
財
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で
あ
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政
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目
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